
 第３号様式（第６条第１項関係） 
市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

平成30年11月5日 
会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 
平成30年11月5日（月）午前9時30分～ 本庁舎3階会議室301 
２ 出席者 
保育課 松丸課長、小池主任主事 
３ 件名 
夏季休暇期間等における学童保育所の開所時間の延長及び利用者負担について 
４ 会議結果 
□ 案のとおり決定する。 
□ 一部修正の上、決定する。 
■ 継続して検討する。 
□ 案を否決する。 
□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 
・電気料金が増加する見込みだが、教育委員会と調整は行っているのか。 
⇒学童保育施設には子メーターを設置し、使用量に応じて教育委員会と按分で料金を負
担しており、増加見込み分も保育課で予算要求している。 
・緊急的な利用を希望する場合も想定されるが、他市にみられる１回あたりの料金の設
定はしないのか。 
⇒１回あたりの料金設定をしている自治体は、直営か指定管理による運営であり、運営
者自身が利用許可権と料金徴収権を持っているため、そのような制度設計が可能とな
っている。市は業務委託により運営しているため、今回の提案では、利用者の把握と
料金の集計が煩雑となることを考慮し、事前申請及び月額制とした。ただし、緊急的
な利用者がいた場合も、利用を断るのではなく、事後申請により対応することを想定
している。 

・未申請の人が無料で利用するなどの状況が発生すると、不公平に感じる利用者がでる
ことが考えられるので注意すること。 

⇒事前周知の徹底等により対応する。 
・実際の利用者が少なくなるほど市の財政負担は大きくなることとなる。一般財源の負
担を約20万円と見込んでいるが、もう少し余裕を持たせた方がいいのではないか。ま
た、今回の延長保育事業については、国の制度の上乗せ・横出しサービスであるた
め、基本保育料と同様に利用者負担を事業費の1/2とする考えにこだわらずに制度設
計しても良いのではないか。 
⇒本事業の位置付け、国県補助金や利用者負担の考えを改めて整理し、今回提案の料金
以外による試算を行った上で、再度提案する。 
 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



　第１号様式その１（第４条第４項関係）

年 月 日

件　　　名

現状・課題

目的

対応
方策

論点（決定
を要する事

項）

部内会議や
関係課等と
の調整結果
（主な意見・
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■ □ □ □ （

議会説明

市民参加

付議書公表

関係法令等

事業費

関係課

・事業実施の可否
・利用者負担額（案）の是非

【委託業者】
・開所時間を７時とするためには、出勤時間が１時間以上早まる想定となり、現場支援員の負担が大
きい。
・他市で７時開所としている施設があるが、実際に７時から利用している児童はほとんどいない。
【部内会議】
・利用者へのアンケート結果報告の有無　　・午前７時開所及び４月開始としない理由の確認
・緊急的な利用者からは事後承諾により利用料を徴収すること

H31.3月　学童保育条例・規則の改正
H31.4月　事業者と契約・利用者への制度周知・システム改修
H31.5月～６月　利用申請受付
H31.7月　夏季休暇より事業開始

項目 有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）スケジュール

参考情報

児童福祉法・白井市学童保育条例（施行規則）

1176 千円 （うち特定財源 972 千円）

有 アンケート調査・意見交換会（H30.6月実施済）　

公開 非公開 部分非 時限非

条例規則

まで）

無

有 議員全員協議会（H31.2月） 広報・ＨＰ等 有 案内配布・広報・HP（H31.5月）

有 条例（規則）改正（H31.3月） 報道発表

平成 30 11 5

付議書（行政経営戦略会議）

部課名 健康子ども部保育課

付議事案

夏季休暇期間等における学童保育所の開所時間の延長及び利用者負担について

【現状】　夏季休暇期間等の学校休業日における学童保育所の開所時間は、長期休暇期
間の平日は午前８時から午後７時まで、土曜日は午前８時から午後６時までとしている。
　しかし、一部の保護者より開所時間の繰上げに関して強い要望が挙がり、利用者アン
ケートを実施したところ、「送迎後の出勤では始業時間に間に合わない」などを主な理由と
して、早朝時間帯（午前７時から午後８時）の保育の実施について、利用者全体の約20％
が希望していることが確認された。結果を受けて、保護者・事業者との意見交換会、夏季
休暇期間の実態調査を行ったところ、開所時間前の７時30分頃より施設前で待機する児
童がいることが判明した。
【課題】　早朝時間の保育を実施するためには、運営委託事業者における人件費（委託
料）や市が負担している光熱水費等の増加が見込まれ、歳入の確保（＝利用者負担）やそ
の方法も併せて検討する必要がある。

共働き世帯に対する子育て支援の充実を図るとともに、事業拡充のために利用者
に対しては受益者負担を求める。

実施方法：業務委託（単年度契約）
実施時間：土曜日・長期休暇平日・代休日における午前７時30分～午前８時
開始時期：2019年7月（夏休み）～
対象者：事前申請により利用許可を受けた児童
利用者負担額：月額500円　８月のみ月額1,500円
徴収方法：基本保育料（9,500円）の加算料金として徴収
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夏季休暇期間等における学童保育所の開所時間の延長及び利用者負担について 
 
１．経緯  

 現在、夏季休暇期間等の学校休業日における学童保育所の開所時間は、長期休暇期間の

平日は午前８時から午後７時まで、土曜日は午前８時から午後６時までとしている。 

 しかし、一部の保護者より開所時間の繰上げに関して強い要望が挙がり、利用者アンケ

ート（※）を実施したところ、「送迎後の出勤では始業時間に間に合わない」などを主な理

由として、利用者全体の約 20％が早朝時間帯（午前７時から午後８時）の保育の実施を希

望していることが確認された。結果を受けて、保護者代表や事業者との意見交換会、夏季

休暇期間に実態調査を行ったところ、開所時間前の７時 30 分頃より施設前で待機する児

童がいることが判明した。                ※別添資料１ アンケート集計結果 
 
２．方針  

 平成 31 年 7 月より長期休暇期間等における早朝時間帯の開所時間を 7 時 30 分とし、 

当該時間帯の利用者からは延長保育料の徴収を行う。 

 

３．事業概要（案）  

○実施時間：土曜日・長期休暇平日・代休日における午前 7 時 30 分～午前 8 時 

○実施方法：業務委託 

 ⇒基本の運営業務委託（債務負担）の仕様は午前 8 時から開所する契約になっており、

開所時間延長に係る人件費が追加で発生するため、延長保育に係る契約を締結する。 

  また、年度ごとの事業の見直し（午前 7 時開所 等）も考慮し、単年度契約とする。 

○対象者：原則 事前申請により利用許可を受けた児童 
 

４．事業費試算  ※別添資料２参照 

【基本条件】 

 実施施設：11 か所 

第一・第二・第三（×２）・南山・清水口・大山口（×２）・七次台・池の上・桜台 

配置人員数：２人/箇所  有資格職員 1,110 円 無資格職員 970 円 
 
① 人件費（委託費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 電気料金  …ガス・水道料金は原則学校負担となっているため、試算からは除外 

320 円※×100 日＝32,000 円     

※直近 1 年間の電気料金実績を 30 分単位に割り返した額 
 

総事業費見込み（①＋②）…1,176,000 円 

  単位 有資格職員 無資格職員  

人件費基準額 （円/ｈ） 1,110 970 

配置人員 （人） 1 1 

実施施設数 （箇所） 11 11 

実施日数 （日） 100 100 

実施時間 （ｈ） 0.5 0.5

事業費 （円）  610,500 533,500 1,144,000 円
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４．利用者負担額（案）  ※別添資料２・３参照 

○延長保育料：月額 500 円  

８月のみ 月額 1,500 円 

         ※基本分と同様に低所得世帯及びきょうだい（第２子以降）は減免 

○徴収方法：基本保育料（9,500 円）の加算料金として徴収 ※月末口座振替または納付書 

 

【金額根拠】 

  特定財源である子ども子育て支援交付金の補助額が事業費の 1/2 を保護者負担として

設計されていることや、近隣他市の状況や保育園の時間外保育料金（月額 1,500 円）を

考慮した額とした。 

 

５．財源試算  
 

総事業費（Ａ） 1,176,000 円

財
源
内
訳 

保育料収入（Ｂ） 566,000 円 …① 

交付金補助対象経費（Ａ-Ｂ） 610,000 円 …②（≦基準額 935,000 円） 

  国 （1/3：千円未満切捨） 203,000 円

  県 （1/3：千円未満切捨） 203,000 円

  市 一般財源 204,000 円

 

① 時間外保育料   

ア ８月 1,500 円×134 人※1＝201,000 円 

イ ８月以外の長期休暇がある月（4 月・7 月・12 月・1 月・3 月） 

500 円×134 人※1×５カ月＝335,000 円 

 ウ その他の月（土曜日のみ） 500 円×10 人※2×６カ月＝30,000 円 

  ア＋イ+ウ＝566,000 円 
 
※1 長期休暇利用人数見込み→Ｈ30.8 月利用人数（670 人）×アンケート利用希望率（20％） 

  ※2 土曜日の利用人数見込み→土曜日利用平均人数（50 人）×アンケート利用希望率（20％） 
 

② 国・県補助金（子ども子育て支援交付金） 

 国・県負担割合…対象経費（事業費-収入）と交付基準額を比較して少ない方の 1/3 

  放課後児童健全育成事業 長時間開所時間加算 長期休暇等分 

  1 カ所あたり 年間平均時間×基準額       ＝ 交付基準額 

         0.5 時間  ×170,000 円 ×11 カ所 ＝ 935,000 円 

 →基準額の範囲内であれば、国・県それぞれ対象経費の 1/3 の補助が出る。 

 

５．実施までのスケジュール  

 2019 年３月 学童保育条例（保育料）・施行規則（申請手続き等）の改正 

     ４月 事業者との契約締結 →利用者への制度周知 

学童保育システム改修（延長保育管理機能追加：一時経費：368 千円） 

     ５月～６月 利用申請受付 

     ７月 事業開始（夏季休暇期間から開始） 



市内全体 回答数 割合
１年⽣ 147 25%
２年⽣ 109 18%
３年⽣ 67 11%
４年⽣以上 76 13%
未回答 198 33%
合計 597 100%

資料1

平成30年6⽉1⽇  6⽉15⽇  

開所時間に関するアンケート集計結果報告書

設問１． ⼦様 学年 教      

597
３．回答者数 399
４．回答率 66.8%

１．実施期間
２．対象者数 （平成30年6⽉1⽇時点 在籍児童数）

※各施設での掲示・設置により、利用者には報告済
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市内全体 回答数 割合
いいえ 276 46%
未回答 198 33%
はい 123 21%
合計 597 100%

学童（学区）別 第一 第三 大山口 清水口 南山 七次台 池の上 桜台 計
はい 3 9 18 19 21 13 21 19 123
いいえ 26 44 66 39 23 28 33 17 276
未回答 17 30 26 4 33 55 10 23 198
合計 46 83 110 62 77 96 64 59 597

設問２．⻑期休業期間及 学校休業⽇ 学童開所時間 延⻑希望       
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市内全体 回答数 割合 ≪理由 意⾒≫
現⾏   292 49% ・就業開始時刻に間に合わないため。（72件）
未回答 198 33% 学校 開門時刻（7時30分 45分） 合   欲   （18件）
7時30分から 73 12% ・きょうだいの保育園の送迎もあるため。（３件）
7時から 34 6% 保育料 上         保育園 同 時間利⽤    （2件）
7時以前 0 0%  延⻑ 希望    保育料 値上  反対 （2件）

合計 597 100%  保育料 変        利⽤状況 応       欲   
（4件）

学童（学区）別 第一 第三 大山口 清水口 南山 七次台 池の上 桜台 計
現⾏   27 44 68 43 28 30 35 17 292
7時より前 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7時から 0 2 3 10 7 9 1 2 34
7時30分から 2 7 13 5 9 2 18 17 73
未回答 17 30 26 4 33 55 10 23 198

合計 46 83 110 62 77 96 64 59 597

設問３．利⽤希望時間（開所時刻）

現行のま

ま
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Q4 回答数 割合 ≪理由 意⾒≫
現⾏   383 64% ・就業時間（通勤時間）の関係で間に合わないため。（16件）
未回答 198 33% ・土曜⽇も平⽇と同じ就業時間のため19時にして欲しい。（14件）
19時30分まで 9 2%  延⻑     親 負担 減  ⼦ 負担 増    
20時まで 7 1% 　よく考えてほしい。
20時以降 0 0%
合計 597 100%
　※その他　土曜⽇の19時まで希望　14名　（全体の4％）
学童（学区）別 第一 第三 大山口 清水口 南山 七次台 池の上 桜台 計
現⾏通 28 51 84 54 42 39 50 35 383
19時30分まで 1 1 0 2 1 2 1 1 9
20時まで 0 1 0 2 1 0 3 0 7
20時以降 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未回答 17 30 26 4 33 55 10 23 198

合計 46 83 110 62 77 96 64 59 597

設問３．利⽤希望時間（閉所時刻）

現行のま

ま
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資料２

●基本条件
・実施時間 30分　（7：30～8：00）

・実施施設 11か所 …第一・第二・第三（×２）・南山・清水口・大山口（×２）・池の上・桜台・七次台
・配置人員数/施設 ２人 基準時給額 1,110 …資格あり 970 …資格なし

●利用者数見込み
長期休暇 （土曜日のみの月）

670 50

20% 20%

134 10

　※アンケート回答者希望率

◆長期休暇・代休・土曜日に実施した場合 開所日数 100

①人件費（委託料）
資格あり 資格なし

人件費基準額 （円/ｈ） 1110 970
配置人員 （人） 1 1
実施施設数 （箇所） 11 11
実施日数 （日） 100 100
実施時間 （ｈ） 0.5 0.5

610,500 533,500 1,144,000

②電気料金
基準額（※） （円/0.5ｈ） 320
実施日数 （日） 100 事業費合計

32,000 1,176,000 ×1/2＝ 588,000
　※直近１年の実績を30分単位に割り返した額

１人あたり １人あたり
年間 8,776.1 年間 4,388.1

ひと月 731.3 ひと月 365.7

月額料金（案） 長期休暇 土曜日のみの月

８月以外 500 335,000 30,000
８月 1500 201,000

566,000

（参考１）
◇長期休暇平日・平日代休日のみに実施した場合 開所日数 50

①人件費（委託料）
資格あり 資格なし

基準額 （円/ｈ） 1,110 970
配置人員 （人） 1 1
実施施設数 （箇所） 11 11
実施日数 （日） 50 50
実施時間 （ｈ） 0.5 0.5

305,250 266,750 572,000

②電気料金
基準額 （円/0.5ｈ） 320
実施日数 （日） 50 事業費合計

16,000 588,000 ×1/2＝ 294,000

１人あたり １人あたり
4388.1 年間 2,194.0

月額料金（案） 長期休暇
８月以外 200 134,000

８月 1000 134,000
268,000

（参考２）
◇夏季休暇平日のみ実施した場合 開所日数 30

①人件費（委託料）
資格あり 資格なし

基準額 （円/ｈ） 1,110 970
配置人員 （人） 1 1
実施施設数 （箇所） 11 11
実施日数 （日） 30 30
実施時間 （ｈ） 0.5 0.5

183,150 160,050 343,200

②電気料金
基準額 （円/0.5ｈ） 320
実施日数 （日） 30 事業費合計

9,600 352,800 ×1/2＝ 176,400

１人あたり １人あたり
2632.8 1,316.4

総利用者数見込み

時間外保育利用率（※）

利用者数見込み

学童保育延長保育事業　事業費試算



資料３
◆近隣他市の延長保育実施状況

平日 土曜 平日 土曜

柏市 市直営 13：30～19：00 8：00～18：30 7：00～19：00 7：00～18：30
【長期休暇のみ】
（朝）7：00～8：00　１回あたり100円

10,000円
（8月）15,000円

我孫子市 市直営
一部委託

放課後～19：00 8：00～19：00 7：30～19：30 8：00～19：00
【土曜を除く学校休業日】　※一部のみ
(朝）7：30～7：45　　月額1,000円　1回100円
（夜）19：00～19：30　月額2,000円　1回200円

8,000円
（8月）12,000円

成田市 市直営 放課後～19：00 7：30～19：00 7：30～19：00 7：30～19：00

（朝）7：30～8：00
　月額　500円　※8月のみ1,000円
（夜）18：30～19：00
　月額　1,000円

5,000円

佐倉市 指定管理 放課後～19：00 7：00～18：00 7：00～19：00 7：00～18：00

（朝）7：00～8：00
　月額　500円　※8月のみ1000円
（夜）18：00～19：00
　月額　1,000円

7,000円
（8月）12,000円

四街道市 業務委託 放課後～19：00 8：00～19：00 8：00～19：00 8：00～19：00
（夜）18：00～19：00
　月額　500円

8,500円

八千代市 業務委託 放課後～19：00 8：00～17：00 8：00～19：00 8：00～17：00
（朝）8：00～8：30　（夜）18：00～19：00
　※延長保育扱い・保育料徴収なし

10,000円

市川市 指定管理 放課後～19：00 8：00～19：00 8：00～19：00 8：00～19：00 実施なし 8,000円

鎌ケ谷市 市直営
一部委託

放課後～19：00 8：00～17：00 8：00～17：00 8：00～17：00 実施なし 8,000円

印西市 市直営
一部指定管理

放課後～19：00 8：00～19：00 8：00～19：00 8：00～19：00 実施なし 8,000円

白井市（案） 業務委託 放課後～19：00 7：30～19：00 7：30～19：00 7：30～19：00
（朝）7：30～8：00
　月額　500円　※8月のみ1,500円

9,500円

◆白井市のその他の子育て支援サービス

標準時間認定　

短時間認定　　

（１時間ごと）０歳児：500円　1・2歳児：400円　3歳以上：300円

（１時間ごと）300円

（１時間ごと）平日：700円　　土日祝日：900円ファミリーサポートセンター 6：00～22：00

8：30～16：30一時保育

病児・病後児保育 8：00～18：00

時間外保育（公立園）
18：00～19：00

7：00～8：30・16：30～19：00

（月額：事前許可）1,500円　（当日利用：30分ごと）50円

（30分ごと）50円

サービス提供時間種別

（参考）
基本月額

市町村名 運営方法
通常期間 長期

延長保育料

利用者負担額


